
 

 

第１章 計画の策定にあたって 

 １．計画策定の背景 

地域福祉とは 

地域福祉とは、それぞれの地域において人びとが安心して暮らせるよう、地域住民や公私の社

会福祉関係者がお互いに協力して地域社会の福祉課題の解決に取り組む考え方です。 

地域社会の中で、できる限りその人らしい暮らしができるように公的な福祉サービスの充実を図

り、住民同士の助け合いや支え合いの基盤をつくっていくことが必要です。 

 

「出雲市地域福祉計画・地域福祉活動計画」の策定 

本市においては、平成９年（１９９７）に制定した「出雲市福祉のまちづくり条例」の基本方針を

基に地域福祉の推進に取り組んできました。これをうけて平成１９年（２００７）に同条例に基づく

「出雲市地域福祉計画・地域福祉活動計画」を策定し、福祉のまちづくりを推進するため、市民、

事業者、市、出雲市社会福祉協議会（以下「市社協」という。）が果たすべき役割を具体的に定め

ました。平成２５年（２０１３）には計画の見直しを行い「第２次出雲市地域福祉計画・地域福祉活

動計画」を策定し、基本目標に「ぬくもりのある福祉のまちづくり」を掲げ、これを実現するための３

つの基本方針を軸に、地域住民や公私の社会福祉関係者が連携しながら地域福祉の推進に努

めてきました。さらに平成３０年（２０１８）に計画の見直しを行い、「第３次出雲市地域福祉計画・地

域福祉活動計画（以下、「前計画」という。）」を策定し、従前の計画の基本目標及び基本方針を

引き継ぐとともに、「総合的な相談体制の確立」を基本項目の筆頭に掲げ、取組を推進してきまし

た。 

 

地域福祉を取り巻く課題 

人口減少や少子高齢化、人々の価値観や考え方、ライフスタイルの多様化など、社会構造の変

化に伴い、地域福祉を取り巻く状況は大きく変化してきました。様々な社会構造の変化は人々が関

わり合いを持ち相互に支え合う機会の減少をもたらし、生活困窮、子どもの貧困、ひきこもり、孤独

死や自死など、地域における生活課題・福祉課題を深刻なものにしています。 

さらに、全国的に大規模な自然災害が多発する中、地域での支え合いの力が必要とされていま

す。また、孤独や孤立に起因した子どもや障がい者、高齢者が犠牲となる痛ましい事件などを防ぐ

ために、地域福祉が果たすべき役割はより重要となっています。 

また、令和２年（２０２０）１月に国内で最初の新型コロナウイルス感染者が確認され、以降、私た

ちの生活は一変しました。経済活動の停滞等の影響により、生活の困窮をはじめとした様々な不安

や悩みを抱える人が増加し、それまで内在していた孤立・孤独などの問題が表面化し深刻化する

こととなりました。 
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「地域共生社会」の実現を目指して 

このような社会情勢の変化に対応し、誰もが、日々の暮らしにおいて人とのつながりを持ち、その

人らしい生活を送ることができる社会を形作っていくことが必要です。 

国においては、社会福祉法の改正により、従来の支援体制では対応が困難な複雑化・複合化し

た課題を抱える地域住民の支援ニーズに対応するため、「重層的支援体制整備事業」が創設さ

れ、各自治体においては分野を超えた包括的な支援体制を整備することが求められています。 

本市においては、社会構造の変化を確実に捉え、福祉施策をさらに充実させることにより地域の

あらゆる住民が役割や生きがいを持ち、支え合いながら住み慣れた地域で自分らしく活躍できる

「地域共生社会」の実現を目指し、「第４次出雲市地域福祉計画・地域福祉活動計画」（以下、

「本計画」という。）を策定します。 

 

 

地域共生社会とは 

「地域共生社会」とは、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、

地域住民や地域の多様な主体が『我が事』として参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超え

て『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会を目

指すものである。 

（平成２９年 2 月７日厚生労働省「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部） 

 
  

・多様性の尊重 

・気にかけ合う関係性 

・活躍の場づくり 

・安心感のある暮らし 

・働き手の創出 

・地域資源の有効活

用 

・就労や社会参加の 

機会の提供 

・民間企業による 

生活支援への参入 

出典：厚生労働省ホームページ（https://www.mhlw.go.jp/kyouseisyakaiportal/）を一部加工 
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地域福祉の推進に向けた国の動向 

国においては、平成２８年（２０１６）６月の「ニッポン一億総活躍プラン」において、子ども、高齢

者、障がい者など、すべての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り、高め合うことができる「地域

共生社会」の実現をめざす方針が提示されました。同年７月には「『我が事・丸ごと』地域共生社

会実現本部」が設置され、包括的な支援体制の整備を進める方向性が示されました。 

令和２年（２０２０）６月には、「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する

法律」が公布され、地域福祉の推進に向け、「地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、

参加し、共生する地域社会の実現を目指して行われなければならない」ことが示されました。生活

課題を抱える地域住民を支援する体制や、地域住民が地域福祉を推進するために必要な環境を

一体的かつ重層的に支援することができるよう、福祉分野に関連する法律に基づき事業を一体的

に実施する、重層的支援体制整備事業の創設が新たに規定され、令和３年（２０２１）４月に施行さ

れました。 

【近年の主な地域福祉に関する国の動向】 

年 内    容 

平成２７年 

（２０１５） 

生活困窮者自立支援法施行（生活困窮者に対する相談窓口を設置し、自立に向けた生

活全般にわたる包括的な支援を行う等支援の拡充） 

「新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン」の策定（「全世代・全対象型の地域包括

支援体制」を構築していくべきというこれからの福祉の方向性を提示） 

平成２８年 

（２０１６） 

成年後見制度の利用の促進に関する法律施行 

「ニッポン一億総活躍プラン」において「地域共生社会の実現」の方針の提示 

「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部の設置 

平成２９年 

（２０１７） 

改正社会福祉法施行（社会福祉法人制度の改革、福祉人材の確保の促進） 

「『地域共生社会』の実現に向けて（当面の改革工程）」を「我が事・丸ごと」地域共生

社会実現本部で決定 

平成３０年 

（２０１８） 

改正社会福祉法施行（地域共生社会の実現に向けた理念の明確化、地域福祉計画の

充実） 

改正生活困窮者自立支援法施行（包括的な支援体制の強化、居住支援強化） 

令和２２年（２０４０）を展望した社会保障・働き方改革本部において、地域共生・地域の

支え合いの実現に向けた取組が論点の一つの柱として位置づけられる 

令和元年 

（２０１９） 

地域共生社会推進検討会（地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の

推進に関する検討会）の設置 

「経済財政運営と改革の基本方針２０１９」（骨太の方針）にて、「断らない相談支援等の

包括支援や多様な地域活動の普及・促進について、新たな制度の創設の検討を含め、

取組を強化する」との方向性を示す 

令和２年 

（２０２０） 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、生活困窮者自立支援制度の一部対象者や

要件を緩和 

令和３年 

（２０２１） 

改正社会福祉法施行（「相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」を一体的

に実施する新たな事業「重層的支援体制整備事業」施行） 

孤独・孤立対策の重点計画策定（孤独・孤立対策推進会議決定） 
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 ２．計画の位置づけ 

計画の位置づけ 

【地域福祉計画の位置づけ】 

地域福祉計画は、社会福祉法第１０７条（市町村地域福祉計画）に基づく行政計画となります。

地方公共団体が地域福祉を総合的かつ計画的に推進することにより、同法第４条（地域福祉の

推進）や同法第１０６条の３（包括的な支援体制の整備）等に示された地域福祉の理念を具体化

するための方策として策定するものです。 

併せて、令和５年度から開始する重層的支援体制整備事業を推進するため、社会福祉法第１０６

条の５の規定に基づく重層的支援体制整備事業計画を本計画と一体的に定めます。 

 

【地域福祉活動計画の位置づけ】 

地域福祉活動計画は、社会福祉法第１０９条の規定に基づく組織である出雲市社会福祉協議

会が活動計画として策定するものであり、地域住民や福祉事業者等と連携調整し行う「福祉のま

ちづくり」を推進することを目的として策定します。 

 

【地域福祉計画と地域福祉活動計画の関連】 

両計画は、本市の地域福祉の推進を目的として相互に連携する必要があることから、行政と社

会福祉協議会の協働により、共通の理念や方向性に基づき、一体的に策定しています。 

 

計画の対象期間 

本計画の対象期間は、令和５年度（２０２３）から令和９年度（２０２７）までの５年間とします。 

 

計画の策定経過 

本計画は、本市の地域福祉を取り巻く現状分析や、これまで行ってきた前計画の評価、市民アン

ケート調査、パブリックコメント結果等市民の意見を基にし、有識者や福祉関連団体等の代表者等

からなる出雲市地域福祉計画・地域福祉活動計画推進委員会における施策の検討等によって策

定しました。 
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出雲市重層的支援体制整備事業計画 

近年の少子高齢化や核家族化、地域コミュニティの希薄化などを背景に、ひきこもりや社会から

の孤立化、80 代の親が５０代の子どもの生活を支える８０５０問題など、地域住民が抱える課題が

複雑化・複合化し、従来の分野別の支援体制では対応が困難になっている現状があります。その

ような中、課題を抱えた人に寄り添いながら包括的な支援を行うため、社会福祉法の改正により

重層的支援体制整備事業が創設されました。 

本市では、重層的支援体制整備事業の取組を推進することとし、①包括的な相談支援、②参加

支援、③地域づくりに向けた支援を実施します（表１）。そして、本市の各事業と連携を図ります（表

２）。 

【重層的支援体制整備事業の概要】（表１） 

①包括的な相談支援 

事業名 事業内容 

包括的相談支援事業 ・属性や世代を問わず包括的に相談を受け止める 

・支援機関の連携により対応する  

・複雑化・複合化した課題については多機関協働事業につなぐ 

多機関協働事業 ・市全体で包括的な相談支援体制を構築 

・重層的支援体制整備事業の中核を担う 

アウトリーチ等を通じた継

続的支援事業 

・支援が届いていない人に支援を届ける 

・関係機関等とのネットワークにより潜在的な対象者を把握する 

 

②参加支援 

事業名 事業内容 

参加支援事業 ・社会とのつながりを作るための支援を行う 

・利用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチングやメニューをつくる 

・本人への定着支援と受け入れ先の支援を行う 

 

③地域づくりに向けた支援 

事業名 事業内容 

地域づくり事業 ・世代や属性を超えて交流できる場や居場所を整備する 

・交流・参加・学びの機会を生み出すための個別の活動や人を 

 コーディネートする 

・地域における拠点の形成や地域活動の活性化を図る 

 
  

①包括的な相談支援 

区 分 内  容 

包括的相談支援事業 ・属性や世代を問わず包括的に相談を受け止める 

・支援機関の連携により対応する  

・複雑化・複合化した課題については多機関協働事業につなぐ 

多機関協働事業 ・市全体で包括的な相談支援体制を構築 

・重層的支援体制整備事業の中核を担う 

アウトリーチ等を通じた

継続的支援事業 

・支援が届いていない人に支援を届ける 

・関係機関等とのネットワークにより潜在的な対象者を把握する 

 

②参加支援 

区 分 内  容 

参加支援事業 ・社会とのつながりを作るための支援を行う 

・利用者のニーズを踏まえた丁寧なマッチングやメニューをつくる 

・本人への定着支援と受け入れ先の支援を行う 

 

③地域づくりに向けた支援 

区 分 内  容 

地域づくり事業 ・世代や属性を超えて交流できる場や居場所を整備する 

・交流・参加・学びの機会を生み出すための個別の活動や人を 

 コーディネートする 

・地域における拠点の形成や地域活動の活性化を図る 
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【重層的支援体制整備事業 各事業の概要】（表２） 
区分 分野 事業名 事業の概要 

包括的 

相談支援 

事業 

介護 

高齢者あんしん支援センター運営

事業 
地域包括支援センター７箇所の設置、運営を行う 

包括的・継続的ケアマネジメント

支援事業 

地域の介護支援専門員の資質向上を図る観点か

ら、関係機関と連携し、研修の実施、制度や施策等

に関する情報提供等を行う 

障がい 障がい者相談支援事業 

（機能強化事業） 

専門職員を配置し、専門的な相談支援等を要する

困難ケース等への対応や相談支援事業者等に対

する専門的な指導助言を行う 

子ども 母子健康包括支援センター事業 

妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援を強

化するために、体制整備および相談支援の強化を

行う 

生活困窮 生活困窮者自立相談支援事業 
生活困窮者の自立を促進するため相談事業を行

う 

多機関協働 

事業 

新たな

機能 
福祉総合相談支援事業 

複雑化・複合化した課題を抱える世帯等について、

関係機関が連携し包括的な支援を行う 

アウトリーチ

等を通じた

継続的 

支援事業 

新たな

機能 
福祉総合相談支援事業 

課題を抱える対象者について、訪問等による働き

かけを行い信頼関係を築き、継続的な関わりを持

ち必要な支援につなぐ 

参加支援 

事業 

新たな

機能 
福祉総合相談支援事業 

既存の福祉サービス等では対応できない人のニー

ズに対応するため、地域の社会資源等を活用し支

援を行う 

地域づくり 

事業 

介護 地域介護予防活動支援事業 

高齢者が住み慣れた地域において自立した生活

を営むことができるように、地域のふれあいサロン

や介護予防活動等を支援する 

介護 生活支援体制整備事業 
生活支援サービスの充実を図るとともに、地域にお

ける支え合いの体制づくりを推進する 

障がい 地域活動支援センター事業 

（機能強化事業） 

専門職員を配置し、医療・福祉及び地域の福祉基

盤との連携強化のための調整、地域住民ボランテ

ィア育成、障がいに対する理解促進を図るための

普及啓発を行う 

子ども 子育て支援センター運営事業 

親子の遊び場を提供するとともに、子育ての不安

解消のため、相談に応じたり子育て関連情報を提

供したりする子育て支援拠点施設を運営する 

生活困窮 生活困窮者自立相談支援事業 
地域の多様な関係機関が、地域課題等を共有し

協働体制を構築し連携する 
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本市では、重層的支援体制整備事業を「福祉総合相談支援事業」において、次の方針に基づ

き実施し、多機関が連携して課題を解決できる体制を構築し運用します。 

①既存の相談窓口の活用 

市や市社協では、分野ごとに様々な相談窓口が整備されています、これらの既存の相談窓口

を活用することを基本とします。 

②相談支援コーディネーターの配置 

各相談窓口で受け付けた相談について、既存の制度に当てはまらない場合や、どこが主担当

になるのか判断に迷う場合などに、必要な関係部署間の調整を行う「相談支援コーディネータ

ー」を配置し、迅速で継続的な支援を可能にします。 

③社会福祉法人等との連携 

地域において、課題を抱える対象者と関わりを持つ社会福祉法人や民生委員児童委員、ケア

マネジャー等から、必要に応じて相談支援コーディネーターにつなぐことで、課題の早期発見が

期待できます。 
 

【福祉総合相談支援事業 相談支援包括化ネットワーク】 

 

  

相談支援包括化ネットワーク

包括的な相談の受け止め

市役所・社会福祉協議会 関係各課

高齢者あんしん支援センター

障がい者虐待防止センター

母子健康包括支援センター など

包括的相談支援事業

・複雑化・複合化した課題を抱えている
・既存制度に当てはまらない

交流できる場の整備・
地域活動の活性化

地域介護予防活動支援事業

生活支援体制整備事業

地域活動支援センター事業

子育て支援センター運営事業

共助の基盤づくり事業

地域づくり事業

既存のサービスの提供
保健・医療・福祉サービス
介護保険サービス、
障がい者福祉サービス、
子ども子育て支援、
生活困窮者自立支援 など

①多機関協働事業
複雑化・複合化した課題を抱える事案について、関係機関
による支援会議を開催し役割分担を行う。さらにモニタリン
グを行い課題の解決を目指す。

出雲市
相談支援コーディネーター

相談支援包括化推進会議
（支援機関代表者等により構成）

出雲市社会福祉協議会
相談支援コーディネーター

連携

②アウトリーチ等を通じた
継続的支援事業

継続的な見守り・伴走型支援
社会や人との関わりが困難な人
など、支援が届いていない人に、
訪問などを通じて関係性を構築
し、既存のサービスや参加支援
事業等につないでいく

③参加支援事業

社会資源を活用し
社会参加

地域の社会資源を活
用し、就労や生産活動
など、社会とのつなが
りをつくるための支援
を行う

関係機関の連携・情報の共有
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他計画との関連 

本市では、まちづくりの最上位計画として「出雲市総合振興計画『出雲新話２０３０』」を策定し、

各種施策を推進しています。出雲市地域福祉計画は、この出雲市総合振興計画の福祉分野に関

する施策を具体化するための計画として位置づけられます。また、福祉分野の上位計画として、福

祉分野が共通して取り組むべき事項を記載し、地域福祉の視点や理念、推進方針などを明示し、

総括する役割を持ちます。 

そして、市社協が策定する「出雲市地域福祉活動計画」と密接に関連するため、両者の整合を

とりつつ、連携して施策を推進することが求められます。 

 

本計画は障がい・高齢者・子育て等関連する個別計画の上位計画にあたることから、具体的な

取組方針・施策等については個別計画に委ねつつ、これらの関連する個別計画との整合性に配

慮しながら地域福祉全体の方向性を示す計画として策定しています。次ページ以降に、関連する

個別計画の概要を示します。 

 

【計画の位置づけイメージ】 
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関連する個別計画の概要 

 

【本計画及び関連する個別計画の対象年度】 

 

 

 

 
  

区分 ～R4（～2022） R5（2023） R6（2024） R7（2025） R8（2026） R9（2027）

第3次計画

（Ｈ30～Ｒ4）

自死対策総合計画

子ども・子育て

支援事業計画

第4次出雲市地域福祉計画・地域福祉活動計画

（R５～R９）

地域福祉計画・

地域福祉活動計画

高齢者福祉計画・

介護保険事業計画

障がい者計画

障がい福祉計画・

障がい児福祉計画

健康増進計画・

食育推進計画

第２次出雲市障がい者計画

（R3～R8）

第６期出雲市障がい福祉計画・

第２期出雲市障がい児福祉計画

（R3～R5）

いきいきこどもプラン

～第２期出雲市子ども・子育て支援事業計画～

（Ｒ2～Ｒ6）

第８期出雲市高齢者福祉計画・

介護保険事業計画

（R3～R5）

出雲市自死対策総合計画

（Ｒ1～R5）

出雲市健康のまちづくり基本計画

（第２次出雲市健康増進計画・第３次出雲市食育推進計画）

（Ｈ30～R9）
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第２次出雲市障がい者計画 

対象年度 令和３年度（2021）～令和８年度（2026） 

根拠法 障害者基本法 

計画の目的等 障がい者の自立と社会参加を支え、地域の支援体制を整備すること

で、障がいがあっても自らの意思決定にもとづき、必要な支援を受けな

がら、能力を発揮し、地域の構成員としてその人らしい生活ができる共生

社会の実現を目指す。 

 
  

都市づくり
（住みやすい出雲市）

心づくり
（ぬくもりある出雲市）

地域づくり
（ともに生きる出雲市）

【目標】 障がいがあっても自らの意思決定にもとづき、必要な支援を受けながら、能力を発揮し、
地域の構成員としてその人らしい生活ができる共生社会の実現をめざします

【方針】
障がい者の自立と社会
参加を支え、地域の支
援体制を整備します

理念① 障がい者の自己選択と自己決定の尊重

理念② 地域社会の構成員としての自立支援

理念③ 障がいの有無にかかわらず共生できる社会づくり

①障がい者差別の解消及び権利擁護の推進

②地域生活の充実

③就労支援

④保健・医療、教育の充実

⑤生活環境・災害時支援

障がい者差別の解消及び障がいに対する理解の
推進

権利擁護の推進、虐待の防止

サービス基盤の整備

生活支援体制の整備

障がい児支援の充実

社会参加支援

障がい特性や能力を生かした多様な就労の促進

障がい者に対する適切な医療等の提供

一人ひとりのニーズに応じた教育の充実

バリアフリーの推進

防災、災害時や感染症に対応した支援の充実

【
基
本
施
策
】
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第６期出雲市障がい福祉計画・第２期出雲市障がい児福祉計画 

対象年度 令和３年度（2021）～令和５年度（2023） 

根拠法 障害者総合支援法、児童福祉法 

計画の目的等 障がい者の望む地域生活の支援、障がい児支援のニーズの多様化

へのきめ細かな対応、サービスの質の確保と向上に向けた環境整備を

通して共生社会を実現する。 

 

  

【基本方針】 【取扱内容】

地域生活支援拠点の機能の充実

入所等からの地域移行に向けての体制確保

地域における生活の維持及び継続
の推進

福祉施設から一般就労への移行

共生社会の実現に向けた取組

障がい者の社会参加を支える取組

相談支援体制の充実・強化等

障がい福祉サービス等の質の向上

障がい児通所支援等の地域支援
体制の整備

一般就労への移行や賃金・工賃向上への取組の促進

就労定着支援事業の利用促進

農福連携の更なる推進と理解促進等

障がい者虐待の防止と養護者に対する支援

障がいを理由とする差別の解消の推進

地域包括ケアシステムを活用した精神障がい者の支援

発達障がい者等支援の一層の充実

多文化共生社会の実現に向けた取組

障がい者による文化芸術活動・スポーツ活動の推進や
視覚障がい者等の読書環境の整備推進

相談支援体制の充実・強化等

障がい福祉サービス提供事業者等の質の向上

障がい福祉人材の確保

児童発達支援センターの機能強化

保育所等訪問支援の地域支援体制の整備

重症心身障がい児を支援する児童発達支援事業所及
び放課後等デイサービス事務所の確保

医療的ケア児支援のための関係機関の連携

保育、教育、保健医療、就労支援等の関係機関と連携
した支援

障がい児相談支援の提供体制の確保、整備

サービス給付の適正化
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第８期出雲市高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

対象年度 令和３年度（2021）～令和５年度（2023） 

根拠法 介護保険法 

計画の目的等 「住み慣れた地域で、自分らしく生きる」という誰もが望む暮らしを、限

られた資源と人材により実現し、介護保険事業を安定的かつ持続的に

運営していくことを目的に作成。 

高齢者一人ひとりが、多様な価値観や意思を尊重され、人生の最終

段階までその尊厳が保持されながら、安心して生活できることを目指す。 
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出雲市健康のまちづくり基本計画 

対象年度 平成３０年度（2018）～令和９年度（2027） 

根拠法 健康増進法、母子保健法、食育基本法 

計画の目的等 市民一人ひとりが健康なライフスタイルを身につけるとともに、健康な

まちづくりを推進することなどを通じて健康寿命の延伸を図り、生涯を通

じて輝いて生きるまちを実現する。 
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第２期出雲市子ども・子育て支援事業計画～いきいきこどもプラン～ 

対象年度 令和２年度（2020）～令和６年度（2024） 

根拠法 子ども・子育て支援法 

計画の目的等 親子の成長を支える環境づくりと子育て家庭を応援する環境づくりを

通して子育てに喜びを実感できる社会を実現することで、「子どもととも

に未来に向かって歩むまち いずも」を目指す。 

 

  

Ⅰ 育児力・教育力の向上

【基本理念】

【めざす姿】

【基本施策】

子どもとともに未来に向かって歩むまち いずも

子育てに喜びを実感できる社会の実現

子
育
て
家
庭
を
応
援
す
る
環
境
づ
く
り

【基本目標】

Ⅱ 親子の心とからだの
健康づくり

Ⅲ 子どもの育ちを支える
保育・ 教育の推進

Ⅳ 仕事と子育ての両立
支援

Ⅴ 子育てを応援する地域
づくり

親
子
の
成
長
を
支
え
る
環
境
づ
く
り

1.保護者の育児力の向上

2.家庭や地域の教育力の向上

3.次代の親の育成

1.安心して子どもを生み育てられる環境づくり

2.健やかな発育・発達を支える

3.基本的な生活習慣の確立支援

1.発達の段階に応じた保育内容・幼児教育の充実

2.発達の支援が必要な子どもの育ちを支える

3.子どもの健康・体力づくり

1.子育てに関する多様な支援の充実

2.ワーク・ライフ・バランス実現のための働き方の見直し

3.男女共同参画社会の推進

1.地域における子育て支援

2.子ども虐待防止対策の充実

3.子どもの健全育成

4.ひとり親家庭等の自立支援の推進

4.子どもの生きる力の育成

５.子どもの貧困やヤングケアラーに関する取組

※令和５年（２０２３）３月改定予定

追
加
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出雲市自死対策総合計画 

対象年度 令和元年度（2019）～令和５年度（2023） 

根拠法 自殺対策基本法、自殺総合対策大綱 

計画の目的等 市民一人ひとりがかけがえのない個人として尊重される「誰も自死に

追い込まれることのない出雲市」を庁内や関係機関・団体と連携して目

指す。 

 
 

【基本方針】

【基本理念】「誰も自死に追い込まれることのない出雲市」をめざします

①「生きることの包括的な支援」としての自死対策を推進します

②関連機関の施策との有機的な連携による総合的な取組を推進します

③対応のレベルと段階に応じた、さまざまな施策を効果的に連動させます

④自死対策における実践的な取組みと啓発を両輪で推進します

⑤関係者の役割を明確化し、関係者同士が連携・協働して取り組みます

【生きる支援施策】

重
点
施
策
（
3
本
柱
）

①高齢者への支援

②勤務・経営問題を
抱える者への支援

③生活困窮者への支援

基本施策（5本柱）

①
地
域
に
お
け
る
連
携
・

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
強
化

②
自
死
対
策
を
支
え
る

人
材
の
育
成

③
市
民
へ
の
啓
発
と
周
知

④
当
事
者
に
対
す
る
支
援

⑤
児
童
・生
徒
の
Ｓ
Ｏ
Ｓ
の

出
し
方
に
関
す
る
教
育
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